
平成２９年度県が実施したいじめ防止のための対策関連事業評価一覧 資　料　２
施策・事業の目的，評価の観点：「１　相談及び情報収集体制の充実」

実績 成果・課題（下線部） 今後の取組の方向性（改善策等）

1 教育相談事業

子ども（小・中・高校生など）、保護者、教職
員に対して専門的な立場から教育に関す
る相談を実施する。「学校生活に関するこ
と、心や身体のこと、その他進路や適性に
関すること等、個々の状況に応じて、本人
及び保護者や学校・教職員に対し、相談活
動を通して適切な支援を行う。」
各相談機関とのネットワークを構築し、相
談者の様々なニーズに対して、より適切な
支援・援助を行うための総合窓口とする。

子どもと親
のサポート
センター

・子ども（小・中高校生など）、保護者、教職員に対し、
電話相談・来所相談・Eメール・FAX相談により支援・
援助を行ってきた。
・いじめを主訴とする相談件数は、電話相談が３７６
件、Eメール相談が１９件であった。性格・行動（不登
校傾向・適応への援助等）を主訴とする来所相談の
件数は３，９３２件であった。その内、「いじめが背景
にある不登校傾向」は１４８件、不登校傾向以外で
「いじめ」が、６４件であった。
・上記以外の内容を主訴とする相談の中にも、いじめ
に発展する可能性のあるトラブルがある。相談の総
合窓口として、必要に応じて、学校や関係機関と連携
し、予防及び早期発見、適切な対応を行ってきた。

・いじめを主訴とする相談件数は、電話相談が８４
件の増加、来所相談の「いじめ」は６件減少したもの
の、「いじめが背景にある不登校傾向」が１３０件の
増加、Ｅメール相談が８件の増加である。このことか
ら、いじめに関する発信についての意識が変化して
きたことが伺える。また、当所へのいじめに関する
相談の増加の背景として、県民、保護者、教職員
（学校）に対して、相談事業の内容、「子サポ・フリー
ダイヤル」についてを広報してきた成果と考えられ
る・
・教育相談事業、「子サポ・フリーダイヤル」に関して
は、さらなる周知が臨まれる。また、いじめに関する
よりよい連携についてどのように行っていくかにつ
いて検討が必要である。

・県民、保護者、教職員を対象としている休日開放
事業（教育相談セミナー）Ⅰ・Ⅱで資料（リーフレッ
ト）を配布したり、相談事業の説明を行ったりする
等、県民、保護者、教職員への広報活動を推進し
ていくことで教育相談事業の周知徹底をする。
・特に教職員（学校）を通じて児童生徒、保護者へ
の教育相談事業内容の周知のため、教職員対象
の教育相談研修等の研修事業の際に詳しく丁寧
な説明を徹底して広報活動を行う。
・「いじめ」が認められる主訴の相談に対しては、
保護者からの話を丁寧に聞き取り、速やかに学校
等関係機関との連携が取れるように担当相談員と
所員との報告・連絡・相談体制を確認・強化してい
く。関係機関との連携をより推進していく。

2
24時間子供ＳＯＳダイ
ヤル電話相談

学校生活に関すること、心や身体のこと、
その他進路や適性に関すること等につい
て、児童生徒、保護者や教職員に対し、休
日・夜間を含めた24時間の電話相談を実
施する。子どもと親のサポートセンターで平
日8時30分～17時15分まで実施しているた
め、その他の時間帯は外部に委託する。

子どもと親
のサポート
センター

・電話相談件数は、７，０１８件であった。その内、いじ
めが主訴の電話相談は、３７６件だった。昨年度と比
較すると、８４件(２８．８％の増加）となった。内訳は、
平日8:30～17:15は１５８件（前年度より５１件増加）、
休日夜間は　２１８件（前年度より３３件増加）という状
況となった。

・相談事例に応じて電話対応マニュアルを再検討
し、子どもと親のサポートセンター担当者と委託業
者間で共通理解を図りながら対応することができ
た。
・多様化する相談内容に応じた対応について、更に
共通理解を図ることが必要である。

・相談者のニーズに応じた相談事業が実施できる
よう、相談状況を踏まえて、電話相談対応マニュア
ルについて、引き続き見直し、検討していく。
・リピーターや学校への抗議（いじめ問題を含め）
等丁寧に対応していく。緊急性がある場合や個人
が特定できている場合は、必要に応じて関係機関
との連携できるよう、推進していく。
・相談員の対応について毎日担当者間で共有でき
るようにするとともに、委託業者との定例会を設け
課題について協議する。

3
学校問題解決支援対
策事業

学校等が単独で解決困難な事案に対し
て、弁護士、精神科医、学識経験者等の委
員と教育庁関係課からなる「学校問題解決
支援チーム」を設置し、解決に向けて指導
助言するなど、学校等が安心して相談でき
るよう相談体制の充実を図る。
また、本事業で得られた知見を生かし事例
研究を実施することで、ノウハウの普及と
学校問題対応能力の向上を図る研修を実
施する。

 教育政策課

※平成３０年
度よ り児童
生徒課へ移
管

・本事業は、平成２２年度より運用を開始し、平成２９
年度は、３件の案件について協議し、うち２件は指導
課生徒指導いじめ対策室を通じての相談であった。
・学校問題の未然防止・早期解決に資する若手教員
対象の研修を実施した。本研修では、学校問題対策
支援チーム専門家による「学校現場の危機管理（学
校問題解決対応能力の向上に向けて）」をテーマとし
た講演会を実施し、いじめ防止対策についても扱っ
た。
・学校の職員研修に学校問題解決支援対策事業の
担当職員を派遣する等、ノウハウの普及に努めてい
る。

・運用開始からこれまでに計４２件の案件について
協議し、学校等が単独で解決することが極めて困
難と判断された事案について、普段聞くことのでき
ない弁護士等の専門家に相談しながらその対応策
を検討し、解決に向けた指導助言を行うことで学校
や教育委員会等を支援している。解決に至るまで
の時間的な経過等は事案により様々であるが、本
事業の活用によって、以後、事案が終息に向かって
いるという報告を受けている。
・希望研修「学校問題解決支援チームに学ぶ」を実
施し、専門家からの助言指導や事例研究等を通し
て、若手教員の学校問題解決対応能力の育成を図
るとともに、本事業の周知を行っている。平成２９年
度のアンケート結果では、９３．６％の参加者から
「よかった」との回答があり、「工夫された研修であ
り、内容も良い。今後の継続を望む。」　などの高い
評価を得た。
・引き続き、学校等が本事業を活用できるよう周知
に努める。

事業の活用に向けて
・手続きの一層の簡素化
・校長会、教頭・副校長会等、機会をとらえた繰り
返しの周知
・研修の充実　　等

事案の把握に向けて
・関係課等に向けた聞き取り調査の実施
・月次調査等によるより積極的な情報収集
・研修会を通じたニーズの把握　等
上記内容に努め、初期対応に遅れが出ることのな
いよう支援を継続していく。

4 ヤング・テレホン

本部少年センター内にフリーダイヤル回線
による相談窓口（ヤング・テレホン）を設置
し、主に非行問題や犯罪被害等の悩みや
問題を抱える少年や保護者からの電話相
談を受理し、適切な助言・指導を行ってい
る。

県警本部

・平成２９年中において、３６８回の相談を受理した
（前年比－２３回）。

・相談受理回数が、前年と比較して減少したが、依
然高水準である。

・広報等を通じて相談窓口についての周知を図る
ことで、利用を促し、いじめの早期発見に努める。

施策・事業の目的，評価の観点に基づく自己評価
担当課事業概要

施策・事業等の名
称

1 ページ
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5

いじめ防止対策等推
進事業（千葉県いじめ
問題対策連絡協議会
の開催）

学校、教育委員会、児童相談所、法務局
又は地方法務局、都道府県警察その他の
関係者により構成する協議会を設置し、い
じめの防止等に関係する機関及び団体の
連携を図る。

指導課

・千葉県教育庁及び知事部局の関係各課、市町村教
育委員会、児童相談所、千葉地方法務局、県警察本
部等の機関、弁護士、医師、心理や福祉の専門家の
職能団体等、３８の機関・団体の代表者及び会長（千
葉県教育委員会教育長）をもって構成された連絡協
議会を平成２９年８月８日に開催し、各機関等による
いじめ防止対策等、有意義な情報交換、意見交換が
行われた。またネットいじめ対策について協議した。
・担当者会議に設置した、ネット関係の機関等による
「ネットいじめ対策専門部会」を、平成２９年５月２５日
及び同７月７日に開催してネットいじめ対策について
協議し、本協議会において報告を行った。その後、平
成３０年３月1日に３回目を開催し、平成３０年度の各
機関等の取組予定等について情報交換した。

・会議では、各機関等がそれぞれのいじめ防止対
策を認識し合うことができ、今後のより円滑な連携
の在り方について確認することができた。具体的な
テーマとして、専門部会からの報告を受け、「ネット
いじめ対策」について協議することができた。
・参加機関等が３８と多いため、事前に各機関等の
取組をまとめた資料を作成することにより、会議の
効率化を図ることができた。
・いじめ問題の背景にある、学校の教職員の専門
性では対応しきれない様々な複雑な要因に、関係
各機関等が連携協力して対応するための、より実
効性のある協議会にしていくことが今後の継続した
課題である。
・ネットいじめに対する各機関・団体の取組につい
て、ホームページ等で周知した。

・平成３０年度も、７月に「いじめ問題対策連絡協
議会」を開催する。また、平成３０年度も引き続き
複数回「ネットいじめ専門部会」を行い、ネットいじ
め対策について協議する。本連絡協議会では、情
報交換の他に、ネットいじめの事例をあげ、各機
関・団体の連携について、より具体的に協議してい
く予定である。
・参加機関等の取組については、事前に資料にま
とめるだけでなく配付することによって、効率化に
努める。

6
道徳教育推進プロジェ
クト事業

幼・小・中・高等学校の各学校段階に応じ
てより効果的な指導を行うため、「『いのち』
のつながりと輝き」をテーマに、千葉県らし
い道徳教育を推進することにより児童生徒
の道徳性を高めることを目的としている。

指導課

・特色ある道徳教育推進校の幼・小・中・高等学校・
特別支援学校３２校が、県作成教材等を活用した授
業を公開した。特に、いじめを題材にした映像教材
「ひびけ心のリコーダー」「いつのまに・・・」「手のひら
の小さな世界」については、発問や教材提示の工夫
等、研究がさらに深められた。また、「ひびけ心のリ
コーダー」「いつのまに・・・」については、保護者会等
で、いじめへの対応等の協議にも活用されている。
・心の教育推進キャンペーンで、各委員の授業を地
域に公開するとともに、心の教育啓発ポスターを作成
し、県内公立幼稚園、小・中・義務教育・高等学校、
特別支援学校に配付し、活用を促している。

・平成２６年度に作成した高等学校用読み物教材集
「明日への扉Ⅱ」では、無料通信アプリでのいじめ
に関する教材を収録し、さらに、平成２９年度作成
の「明日への扉Ⅲ」では、スマートフォンの使い方
や、いじめについて考えさせる読み物資料等を掲載
している。道徳の時間での「明日への扉」の使用率
は100%である。
・特色ある道徳教育推進校については、近隣地区
での公開授業に積極的に参加するようになった。
・心の教育推進キャンペーンの授業公開では、学習
指導要領における視点Ｄ「主として生命や自然、崇
高なものとの関わりに関すること」の内容を扱ったも
のが増えた。引き続き「生命の尊さ」等について、県
で作成した映像教材・読み物教材等の積極的活用
を研修等で促していきたい。

・特色ある道徳教育推進校については、来年度も
幼稚園１園及び特別支援学校３校と小学校９校、
中学校９校を指定し、地域の中核を担う学校とし
て、高等学校と連携した取組を推進する。
・心の教育推進キャンペーン実行委員会におい
て、各視点でバランス良く授業公開ができるよう
に、十分な調整を行いたい。
・道徳の教科化を見据え、「考え、議論する道徳」
への質的転換を意識した授業を展開できるよう研
修等を充実させていく。

7
いのちを大切にする
キャンペーン

児童生徒の主体的な活動や、保護者・地
域住民・青少年健全育成団体・福祉施設
等との連携による取組を通して、児童生徒
の生きる力や自分と他者との命を大切に
する心をはぐくむとともに、「いじめや暴力
行為（児童虐待、ＤＶを含む）等人権侵害
は許されない行為である。」という意識を高
めるため各学校において取り組むこととし
ている。

指導課

・いのちを大切にするキャンペーンは、すべての公立
学校（千葉市立を除く）で実施した。
・各学校では、「いじめの問題」や「命の大切さ」につ
いて児童生徒が主体的かつ真剣に考えることができ
る活動を重視して学校の実態に応じて取り組んだ。
・平成２８年度は、県内の小・中・高・特別支援学校の
希望者を集め「いのちを大切にするキャンペーン実践
発表会」を実施し、代表校の発表やいじめゼロ宣言
の確認、意見交換等を行った。

・いのちを大切にするキャンペーンにおいて、いじめ
をテーマにした学校割合は、小学校で97.2％、中学
校で95.8％、高等学校で76.4％、特別支援学校で
81.6％となっており、本キャンペーンでいじめ問題に
を扱った割合は増加している。
・毎年の実施となるため、取組内容が昨年度と同じ
ものとなり、活動がマンネリ化する恐れがある。

・いのちを大切にするキャンペーンは、条例の施行
とともに、いじめ防止啓発強化月間の取組に位置
づけ、多くの学校でいじめをテーマとして取り組む
よう、各種会議で広報に努める。
・また、各学校の取組の更なる充実に資するため、
平成２８年度に実施した「いのちを大切にするキャ
ンペーン実践発表会」の様子を指導課のホーム
ページに掲載し、各学校等に周知した。今後も、効
果的な取組事例を紹介し、内容の充実が図れるよ
う努めていく。

・授業案や教材や台本が県のホームページからダ
ウンロードでき、たいへんわかりやすい構成になっ
ており、ベテランも若手も同じように指導できる。
・学級集団づくりや人間関係の改善を図るため有効
であり、「いじめ防止アンケート」の結果を検証し、
個々の子どもの豊かな人間関係づくりに繋げている
という実践がある。
・社会情勢の変化や子どもの実態に合わせた内容
の変更の必要を感じるという意見もある。
・特別活動、道徳、総合的な学習の時間に位置付
けて実施してよいことになっているが、新学習指導
要領の実施に伴い、学校の年間指導計画における
位置づけが難しく、授業を行う時間の確保が難しい
という現場の声もある。

・学校現場は、年間計画に沿って教育活動が実施
されるが、様々な課題がある中で、対応することが
多く、何を優先するかを取捨選択する必要性を感
じている。その中で「豊かな人間関係づくりプログ
ラム」を実施する時間の確保は大きな課題となって
いる。
・各学校、学級の実態に応じて、特別活動等に位
置付けて、実施することを、学校訪問の中で周知
し、活用を図る。
・生徒指導担当者会議等において、プログラムの
紹介及びいじめ防止への活用について周知してい
く。
・実施状況調査を行い、各学校の実施状況の把握
に努め、今後の在り方について検討を進めていき
たい。

8
豊かな人間関係づくり
実践プログラムの活
用の推進

「豊かな人間関係づくり実践プログラム」
は、県教育委員会が作成した「あいさつ」
「助け合い」「コミュニケーション能力」等、
人間関係づくりに必要な基本的な力を育む
ことをねらいとした小・中学校９か年にわた
る体系的なプログラムである。
いじめ対策が課題となる中で、小・中学校
における本プログラムの活用を推進してい
る。

指導課

・平成１８年度に「豊かな人間関係づくり実践プログラ
ム」として開発され、義務教育９年間（各学年４時間
分）のピアサポートの手法を活用した台本レベルの授
業案と教材から構成されている。
・活用状況については、平成２９年度の実績で小学校
９０．６％。中学校７０．１％の活用率となっている。授
業を実践している教員の感想としては、周りの人の気
持ちを考えることや自分を大切にすることを教えなが
ら授業を進められるとの意見があり、いじめ防止対策
のひとつとなっている。
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9
いじめ対策等生徒指
導推進事業

不登校児童生徒の早期発見・早期対応を
はじめ、より一層きめ細かな支援を行うた
め、教員や訪問相談担当教員・ＳＳＷの研
修、スクールアドバイザー事業等を通して、
学校・家庭・関係機関が緊密に連携した支
援の整備に係るネットワークづくりを行って
いる。

子どもと親
のサポート
センター

・「学校支援事業」としては、所員が学校に訪問し、事
例検討会等を行い、教職員の資質力量の向上を図っ
た。教育相談ネットワーク連絡協議会では、事例検討
会等を通して地域における効果的な関係機関の連携
強化を図った。
・子どもと親のサポートセンターにおいて、不登校の
子どもに対して、異年齢によるグループ活動により社
会性を高める「サポート広場」などを実施し、学校復
帰に向けた支援をするとともに、保護者に対しては、
発達に即した子どもの理解を深め効果的な支援の在
り方を考える懇談会やセミナーを開催した。

・「学校支援事業」においては、教職員の資質力量
の向上に努め、効果を上げている。相談内容とし
て、福祉的な対応や特別支援を必要とする事例が
増加している。
・子どもと親のサポートセンターで開催する事業は
参加者から良い評価を得ている。しかし遠方の子ど
もや保護者は参加しにくいとの声がある。

・今後は、県内各地で児童生徒や保護者を支援で
きる体制づくりと、市町村教育委員会等との連携を
さらに充実させる。
・福祉関係機関（児童相談所・市町村福祉担当課
等）とのネットワークの構築や、総合教育センター
特別支援教育部との連携支援を充実させる。
・不登校サポートセミナーでは「進路セミナー」の地
域開催の回数を増やし進路選択に関する情報発
信の場を広げる。

10 不登校支援事業

不登校児童生徒及び保護者等への適切な
対応と支援を行う。また、これら不登校児
童生徒及び保護者の居場所づくりや進路
等に関する情報提供を行う。

指導課

・125校（中学校123校、小学校2校）を不登校対策推
進校として指定した。校内の不登校児童生徒支援教
室へ934名（平均7.5名）の児童生徒が通室しており、
その内168名（平均1.3名）の児童生徒が原籍学級へ
復帰することができた。復帰率は、18.0%であった。
・「地区不登校等対策拠点校」を12校指定し、「地区
不登校等児童生徒サポートセンター」を設置した。訪
問相談担当教員12名が、家庭訪問等を通じて不登校
等の児童生徒とその保護者等に対して、学校復帰を
目指すための相談・援助を実施した。相談・援助を
行った件数は延べ14,610件、電話対応は延べ4,407
件で、そのうち435件が好転した。

・不登校対策推進校においては不登校生徒の４６．
７％が不登校支援教室を利用しており、前年度と比
較すると８．４％利用率が向上した。また、平均利用
者数についても７．５人（前年度５．９人）と向上して
いる。支援教室において担当の教員が指導に当た
ることで、生徒との関係づくりができ、学級担任と相
談しながら、計画的に支援できた。状況は個々に異
なり、一概な対応とはいかないが、原級復帰に成果
を上げている学校の取り組みを共有し、活用を図
り、不登校の解消に努めたい。
・不登校支援教室には登校できるようになったが、
全１２５校のうち５１校（前年度４７校）で原籍学級復
帰率０％となっている現状も見られるので、どのよう
に教室復帰につなげるかが課題である。
・相談担当教員一人当たりの携わるケースが相談
援助だけでも900件を超える人も複数いる。十分な
対応が難しい場合がある。

・平成29年度の不登校対策推進校の取り組みを振
り返り、平成30年度の推進校の希望調査を行っ
た。平成30年度の推進校については、活動計画書
の提出を求めるとともに、１０月以降に推進校への
訪問を企画し、開設状況や校内体制の確認及び
助言等を行いたい。また、各教育事務所の担当指
導主事が学校訪問の際に指導をしたり、市町村教
委の担当者に対して助言するなど効果的な運営
がなされるように連携を深めていく。
・教育事務所ごとに行われるケース会議等を通し
てスーパーバイザーやスクールソーシャルワー
カーと訪問相談担当教員が情報共有し、関係機関
との連携を深めることで、支援を希望する学校、児
童生徒とその家庭に対して適切に対応できる環境
づくりをさらに進めていく。

11
スクール・サポーター
制度

スクール・サポーターは、「小学校、中学
校、高等学校及び特別支援学校の児童生
徒を対象とした非行防止や立ち直り支援、
学校における児童生徒の安全の確保」な
どを目的とし、主として、非行問題等を抱え
る学校からの要請に基づいて派遣し、「教
職員に対する生徒指導や健全育成に係る
助言」、「学校が実施する学校内外のパト
ロール活動への支援」など、学校への支援
活動を行っている。

県警本部

・学校派遣活動においては、14校の中学校へスクー
ル・サポーターを派遣した（前年度比－１校）ほか、非
行防止教室、学校訪問活動等の各種支援活動を実
施した。

・問題解決の長期化等により、学校からの派遣要請
の増加に十分な対応が図れておらず、いじめ問題
を含めた問題を抱えた学校への支援体制を拡充す
る必要がある。

・関係部局の理解を得ながらスクール・サポーター
の増員を図り、いじめ問題を含め問題を抱えた学
校への支援活動を行っていく。

再掲
1

教育相談事業

子ども（小・中・高校生など）、保護者、教職
員に対して専門的な立場から教育に関す
る相談を実施する。「学校生活に関するこ
と、心や身体のこと、その他進路や適性に
関すること等、個々の状況に応じて、本人
及び保護者や学校・教職員に対し、相談活
動を通して適切な支援を行う。」
各相談機関とのネットワークを構築し、相
談者の様々なニーズに対して、より適切な
支援・援助を行うための総合窓口とする。

子どもと親
のサポート
センター

・子ども（小・中高校生など）、保護者、教職員に対し、
電話相談・来所相談・Eメール・FAX相談により支援・
援助を行ってきた。
・いじめを主訴とする相談件数は、電話相談が３７６
件、Eメール相談が１９件であった。性格・行動（不登
校傾向・適応への援助等）を主訴とする来所相談の
件数は３，９３２件であった。その内、「いじめが背景
にある不登校傾向」は１４８件、不登校傾向以外で
「いじめ」が、６４件であった。
・上記以外の内容を主訴とする相談の中にも、いじめ
に発展する可能性のあるトラブルがある。相談の総
合窓口として、必要に応じて、学校や関係機関と連携
し、予防及び早期発見、適切な対応を行ってきた。

・いじめを主訴とする相談件数は、電話相談が８４
件の増加、来所相談の「いじめ」は６件減少したもの
の、「いじめが背景にある不登校傾向」が１３０件の
増加、Ｅメール相談が８件の増加である。このことか
ら、いじめに関する発信についての意識が変化して
きたことが伺える。また、当所へのいじめに関する
相談の増加の背景として、県民、保護者、教職員
（学校）に対して、相談事業の内容、「子サポ・フリー
ダイヤル」についてを広報してきた成果と考えられ
る・
・教育相談事業、「子サポ・フリーダイヤル」に関して
は、さらなる周知が臨まれる。また、いじめに関する
よりよい連携についてどのように行っていくかにつ
いて検討が必要である。

・県民、保護者、教職員を対象としている休日開放
事業（教育相談セミナー）Ⅰ・Ⅱで資料（リーフレッ
ト）を配布したり、相談事業の説明を行ったりする
等、県民、保護者、教職員への広報活動を推進し
ていくことで教育相談事業の周知徹底をする。
・特に教職員（学校）を通じて児童生徒、保護者へ
の教育相談事業内容の周知のため、教職員対象
の教育相談研修等の研修事業の際に詳しく丁寧
な説明を徹底して広報活動を行う。
・「いじめ」が認められる主訴の相談に対しては、
保護者からの話を丁寧に聞き取り、速やかに学校
等関係機関との連携が取れるように担当相談員と
所員との報告・連絡・相談体制を確認・強化してい
く。関係機関との連携をより推進していく。

3 ページ



平成２９年度県が実施したいじめ防止のための対策関連事業評価一覧 資　料　２
施策・事業の目的，評価の観点：「１　相談及び情報収集体制の充実」

実績 成果・課題（下線部） 今後の取組の方向性（改善策等）
施策・事業の目的，評価の観点に基づく自己評価

担当課事業概要
施策・事業等の名

称

再掲
2

24時間子供ＳＯＳダイ
ヤル電話相談

学校生活に関すること、心や身体のこと、
その他進路や適性に関すること等につい
て、児童生徒、保護者や教職員に対し、休
日・夜間を含めた24時間の電話相談を実
施する。子どもと親のサポートセンターで平
日8時30分～17時15分まで実施しているた
め、その他の時間帯は外部に委託する。

子どもと親
のサポート
センター

・電話相談件数は、７，０１８件であった。その内、いじ
めが主訴の電話相談は、３７６件だった。昨年度と比
較すると、８４件(２８．８％の増加）となった。内訳は、
平日8:30～17:15は１５８件（前年度より５１件増加）、
休日夜間は　２１８件（前年度より３３件増加）という状
況となった。

・相談事例に応じて電話対応マニュアルを再検討
し、子どもと親のサポートセンター担当者と委託業
者間で共通理解を図りながら対応することができ
た。
・多様化する相談内容に応じた対応について、更に
共通理解を図ることが必要である。

・相談者のニーズに応じた相談事業が実施できる
よう、相談状況を踏まえて、電話相談対応マニュア
ルについて、引き続き見直し、検討していく。
・リピーターや学校への抗議（いじめ問題を含め）
等丁寧に対応していく。緊急性がある場合や個人
が特定できている場合は、必要に応じて関係機関
との連携できるよう、推進していく。
・相談員の対応について毎日担当者間で共有でき
るようにするとともに、委託業者との定例会を設け
課題について協議する。

再掲
4

ヤング・テレホン

本部少年センター内にフリーダイヤル回線
による相談窓口（ヤング・テレホン）を設置
し、主に非行問題や犯罪被害等の悩みや
問題を抱える少年や保護者からの電話相
談を受理し、適切な助言・指導を行ってい
る。

県警本部

・平成２９年中において、３６８回の相談を受理した
（前年比－２３回）。

・相談受理回数が、前年と比較して減少したが、依
然高水準である。

・広報等を通じて相談窓口についての周知を図る
ことで、利用を促し、いじめの早期発見に努める。

指導課

・各教育事務所の生徒指導担当指導主事の会議を６
回、公立高等学校の生徒指導主事の協議会を２回開
催し、県のいじめ防止対策推進条例や千葉県いじめ
防止基本方針の改定内容の説明等を行った。各学校
のいじめ防止対策がさらに充実するように努めた。

・各市町村教育委員会の学校人権教育担当者、公立
幼稚園・認定こども園・小学校・中学校・義務教育学
校・高等学校の人権教育担当者、各教育事務所の学
校人権教育担当指導主事等を対象とした各種学校
人権教育研究協議会等を開催した。

・県いじめ防止基本方針の改定について周知する
ことにより、各学校のいじめ対策のさらなる充実に
資することができた。また、公立高等学校の生徒指
導主事を集めた協議会では、いじめに関する班別
の協議実施し、各学校の取組や具体的な事例への
対応について、参加者が理解を深めることができ
た。
・県いじめ防止基本方針の改定を踏まえた、学校い
じめ防止基本方針の見直しを推進し、いじめの認
知、学校の指導体制の点検・整備など、いじめ防止
対策についての理解を、より一層深める必要があ
る。
・インターネット等を使った誹謗中傷が増加している
ことから各学校での効果的な取組状況の情報交換
等が必要である。
・学校人権教育の推進目標及び重点事項の啓発や
喫緊の人権課題についての情報を共有するなど、
学校人権教育の全県的な推進を図った。
・「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法
律」や「本邦外出身者に対する不当な差別的言動
の解消に向けた取組に関する法律」及び「部落差別
の解消の推進に関する法律」といった人権教育に
係る法律が出されており、「障害者」「外国人」「同和
問題」等が学校の中でも喫緊の課題になっており、
偏見や差別によるいじめが発生しないよう学校とし
ての組織的な取組を推進していく必要がある。

・各協議会において、いじめ問題の対応力を高め
るため、いじめ重大事態の事例を踏まえた具体的
なテーマ等を設定するなどして、協議内容の一層
の充実を図る。
・インターネット関係の問題行動についてが増加し
ており、生徒・職員及び保護者を対象とした研修な
ど、各学校で成果をあげている取組や、関係機関
との連携について、積極的に情報を共有・交換す
る場を設けていきたい。
・管理職や人権教育担当者に対し、人権感覚を高
めるためのワークショップや参加体験型の実践的
な人権教育の研修や様々な喫緊の人権課題に応
える研修の充実を図る。
・義務教育の段階における普通教育に相当する教
育の機会の確保等に関する基本指針を受け、不
登校児童生徒に対する効果的な支援の推進が図
られるよう、状況の把握に努めるとともに、組織
的・計画的な支援として「チーム学校」体制の整備
を推進する。

12

各種会議等の開催
（指導主事会議、生徒
指導連絡協議会、学
校人権教育研究協議
会、特別支援学校生
徒指導主事連絡協議
会）

各教育事務所の生徒指導担当指導主事
や県立学校の生徒指導主事及び人権教
育の担当教諭等を招集し、定期的な会議
を実施して、事例研究や最新の情報の共
有等を行う。
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特別支援教
育課

・特別支援学校生徒指導主事連絡協議会を年２回
（6/7.11/8）実施し、特別支援学校における生徒指導
上の課題等の協議及び情報交換及びいじめ防止対
策の推進についての周知を図った。特別支援学校に
おける生徒指導上の課題等の協議や情報交換だけ
でなく、学校警察連絡制度やネットパトロールについ
ての講話、特別支援学校における生徒指導について
の実践発表等、各学校の喫緊の課題についての参
考となる内容の研修を行い、生徒指導主事の資質向
上を図った。
・　「千葉県いじめ防止基本方針」をもとに、各学校の
「学校いじめ防止基本方針」の改善を図るなど、いじ
め防止対策の着実な取組を促した。
・児童生徒への出前授業や職員研修などに活用でき
る関係機関の一覧（指導課とりまとめ）を配付し、「ス
マートフォン・SNSに関するトラブルと対策」等の情報
モラルについて、各学校で生徒指導の充実が図られ
るよう指導した。

・特別支援学校においては、引き続き高等部生徒
の増加により、ネットトラブルや性に関する課題等
の生徒指導上の課題が増加しており、今後もこうし
た課題への対応力を高める必要がある。
・特別支援学校における各学校の「学校いじめ防止
基本方針」の改訂が課題である。
・生徒指導上の課題に係る研究指定の結果として、
成果報告の配付等各学校の参考となる情報を共有
し、活用できるようにする必要がある。

・特別支援学校生徒指導主事連絡協議会におい
て、喫緊の課題に関する協議や、最新情報の提供
を通して、各学校のいじめ対策を含めた生徒指導
のより一層の充実が図られるよう指導する。
・いじめ等の案件に関しては、早期解決が図られ
るように、警察等の関係機関との連携を密にする
など各学校の対応力が高まるように指導する。

（いじめ問題対策支援チームの派遣）
生徒指導アドバイザー、いじめ問題担当指
導主事、臨床心理士等の心理の専門家が
チームを組んで、小・中・高等学校を訪問
し、学校いじめ防止基本方針やいじめの防
止等の対策のための組織、教育相談体制
等について指導助言を行うとともに、いじめ
問題に関する職員研修を実施する。
　生徒指導アドバイザーは、県立高校５校
に拠点校として配置。（教育事務所管内５
地区）チーム派遣による学校訪問を行うと
ともに、配置校において生徒指導に関する
アドバイスや校内巡視、教育相談の補助、
校内研修の企画調整等を行う。

指導課

・６月から２月にかけていじめ問題対策支援チームに
よる訪問を実施した。小・中学校は教育事務所が主
体となり、管内各５校、計２５校を訪問。高等学校は
指導課が主体となり、県立高校２５校に２回ずつ、５０
回の訪問を行った。
・訪問の際は、授業観察で児童生徒の様子をつか
み、学校からの要望に応じて、いじめや不登校、教育
相談等の校内研修や事案に対するケース会議等を
実施した。また、児童生徒の問題行動や特別支援教
育的な配慮が必要な子どもへの対応、保護者対応な
どについて、専門性を活かした指導・助言を行った。
・生徒指導アドバイザーも、平成２７年度からの新規
事業であり、平成２９年度は市川工業高校（葛南）、
我孫子東高校（東葛飾）、白井高校（北総）、大原高
校（東上総）、館山総合高校（南房総）の５校に６月～
２月（４時間×９０日）配置した。

・各訪問の時間は４時間ということで、１回の訪問の
小・中学校では、時間不足という場合もあった。高
校は概ね２回の訪問のメリットを生かすことができ
た。
・高等学校は全ての定時制高校へチーム派遣によ
る訪問を行った。多様な生徒がおり、いじめや不登
校をはじめとする生徒指導上の課題に直面してい
る学校が少なくなく、各学校は積極的に受け止め、
活用してくれた。
・要請希望がいじめ問題のみではなく、家庭環境や
不登校など多岐にわたっているため、事業内容に
ついて検討していく必要がある。

・今年度末まで「いじめ問題対策支援チーム派遣」
として行ってきた事業であるが、実施後３年を経過
したことから検証を行った。学校からの要請内容が
多様化してきていることから、いじめ問題以外に
も、生徒指導に係る保護者対応や教育相談体制
の整備等、子どもと親のサポートセンターと連携
し、より適切に助言・支援できるよう研修体制を整
えていく。（スクールアドバイザー事業、不登校対
策支援チーム派遣事業等）
・同時に、生徒が抱える多種多様な問題の解消に
向けて、教員に対して生徒指導に関する専門的な
助言を行う生徒指導アドバザーの増員を図ってい
く。
　 いじめ問題対策支援チームの派遣については、
平成３０年度からは廃止予定。

（情報モラル教育への講師派遣）
教職員のインターネットに関する知識の習
得、道徳教育をとおした情報モラル教育の
効果的な指導方法を身に付けることや、児
童生徒及び保護者への情報モラルの啓発
を目的として、各学校等で実施する情報モ
ラル教育研修・講演に講師を派遣する。

指導課

・県立高等学校２０校、市町村立小・中学校及び教育
委員会等６０校、合計８０校で研修を実施した。
・受講者数は、講演が１１，６８７名、研修は１，７７０
名であった。

・教員研修では、児童生徒の話合い活動を中心とし
た学習活動を展開するすることによって、インター
ネットに精通していない教員でも、指導できる授業
力を身に付けさせることができた。
・児童生徒及び保護者を対象とした、講演では、話
合い活動を中心に進めたため、主体的かつ意欲的
に取り組んでいた。また、自らが状況を的確に判断
し、情報モラルを身に付ける必要性を実感させるこ
とができた。

・講師派遣対象校数を増加するとともに、派遣対
象校を、小・中・義務教育・高等学校に新たに特別
支援学校を加える（県立学校３０校、市町村立学
校７０校、合計１００校）。
・研修及び講演会の内容を充実させる。

13 研修事業
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担当課事業概要
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称

（総合教育センターの研修事業）
・初任者研修、経験者研修、新任校長研
修、新任教頭研修、教務主任研修等でいじ
めの問題を扱っている。
・中堅教員サポート塾という取組を実施し
ており、その中で今日的課題としていじめ
の問題を扱っている。
・初任者研修や教育情報化推進リーダー
養成研修で情報モラルについての研修を
行い、視聴覚教育メディア研修等でもネット
いじめ防止について扱っている。

総合教育セ
ンター

・いじめ防止について取り上げた研修は２４事業であ
り、研修参加者は４，８９２名であった。その中で、いじ
めに特化した研修が実施されたのは１６事業であり、
研修参加者は３，４３２名であった。初任研、５年研、
中堅研等のライフステージ研修に加え、新任校長
研、新任教頭研及び教務主任研修、国際教育にいじ
めに特化した研修を取り入れ、各層で経験に応じた
研修に努めた。具体的にはいじめへの対応、未然防
止、人間関係づくり等の講話・協議・事例演習を行っ
た。
・学校運営の中核を担うミドルリーダーとしての資質
能力を高めるための休日開放事業において、今日的
課題への対応として平成２９年度もいじめ問題を扱っ
た。
・学校支援事業（情報モラル関係）として、県内小学
校、高校、特別支援学校、民間研究会の研修会講師
として児童・生徒、教職員、保護者１，５９０名に指導
助言を行った。
・情報モラル研修は初任研の対象者全員に対し，
SNS利用で気を付けることなどをテーマに教材を利用
した実践的な研修を実施した。また，その他の研修で
もテーマとして取り上げた。

・いじめ対応の研修参加者の前期層（経験１年～１
０年）の教員の割合は約８０％を占めている。学級
担任として、広くいじめを見抜く力量を高める視点で
の研修により、いじめの早期発見に成果を挙げるこ
とができている。研修成果を校内研修等を活用して
周知し、共有していくことが必要である。
・ネットいじめ防止については、平成２８年度調査研
究事業として、「生活を豊かにするSNS利用に関す
る指導法の研究」でSNS提示ツールを開発し、授業
での活用を進めるための指導モデルプランや利用
教材などを含めたパッケージとして総合教育セン
ターのウェブサイトからダウンロードして利用ができ
る状態になっている。

・アンケート結果から、講義形式と併せて実践事例
を中心としたグループ討議を入れた演習等を多く
取り入れていくことにより、研修全体の質の向上を
図っていく。　特に後期層の研修参加者には、広く
保護者や地域で研修内容を還元していくように周
知し、いじめ防止への取組を強化していく。
・教職経験７～２０年程度の中期層・後期層リー
ダー層に対する研修の場として、中堅教員サポー
ト塾を全県下に引き続き広報し活用を図る。
・平成２８年度開発の「SNS提示ツール」（指導モデ
ルプランや利用教材などを含めたパッケージ）とし
て総合教育センターのウェブサイトからダウンロー
ドして利用ができる状態になっている。今後は、更
なる活用を目指し、周知、共有していくことが必要
である。

（子どもと親のサポートセンターの研修事
業）
生徒指導リーダー育成研修や教育相談基
礎研修・上級研修・教育相談コーディネー
ター養成研修において、いじめ問題をテー
マに具体的な事例検討を行うなどの研修
を実施している。

子どもと親
のサポート
センター

・いじめを予防する手立てとして、構成的グループエ
ンカウンターなどを学ぶ機会を設定し、学校現場での
集団作りに役立つ研修を実施した。
・いじめが起こってからの事後対応を学ぶだけではな
く、いじめを未然に防ぐに重きを置いた研修内容を実
施した。
・いじめ防止対策推進法を活かす教育相談体制づく
りについての研修を実施。

・より幅広い視点からいじめを理解できる研修を企
画する。
・いじめの構造について具体的な事例から学べる研
修を実施した。被害者や加害者のその後を追い、そ
れぞれの心境を手記を通して考える研修は、受講
者の学びとなった。

・問題解決型の研修内容から、開発・予防的な視
点での研修を増やし、担当者と講師の打ち合わせ
を綿密にしながら受講者のニーズにあった研修を
企画、運営する。

（いじめ防止対策研修会及び児童生徒の
自殺予防対策研修会）
　いじめ問題の理解、いじめの未然防止、
早期発見、迅速かつ適切な対応について
の研修を実施するとともに、いじめ問題に
組織で対応するための資質の向上を図
る。また、いじめの未然防止や早期発見に
向けた有効な活動の実践例をもとに研修
を行い、いじめの重大事態を防止するため
に学校職員と連携した対応の在り方を習
得する。
　児童生徒の自殺予防に必要な基礎的知
識の習得と理解を図るとともに、生徒の自
殺に係る事後対応について、適切な対応
に必要な知識の習得と理解を図り、各学校
において児童生徒の自殺予防対策の推進
者としての資質の向上を図る。

子どもと親
のサポート
センター

・平成29年度は、千葉市を除く公立の全小中義務教
育高・特別支援学校の教育相談担当等を対象に、県
内６会場に分けて実施した。県の施策説明、大学教
授等の講演、さらに県スクールカウンセラースーパー
バイザーの話やいじめ問題に取り組む先進校の発表
などを行った。

・いじめ防止対策推進法や県いじめ防止対策推進
条例に基づく、学校での具体的な対策方法や危機
管理の在り方について、各学校のいじめ防止等の
対策として活躍が期待できる教育相談担当を対象
に説明する機会ができたことで、いじめを積極的に
認知し、早期に解決するという考え方を浸透させ
た。

・平成30年度は、研修対象者を、管理職とし、児童
生徒に対して迅速かつ適切にいじめ問題に対処す
る力を継続して育成していく。

13 研修事業
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（いじめ問題対策リーダー養成集中研修）
各学校のいじめ問題への対応力を高める
ため，いじめの未然防止，早期発見，早期
の適切な対応について，必要な知識，技
術，マネジメント力を実践的な講義と演習
により育成し，問題の解決に向けた判断力
と行動力を発揮する指導者を集中的に養
成する。

子どもと親
のサポート
センター

・県立鴨川青年の家において，2泊3日の研修を実施
した。研修には、県内の小中高特別支援学校の教員
233名が参加し，いじめの未然防止，早期発見，早期
解決に関する講義や演習などを集中的に行った。

・研修では、専門的な知見を有する大学教授等の
多彩な講師陣から講義を受け，その後、テーマをも
とに，班別協議を行う参加型の研修形態を重視し
た。
・宿泊の中で，異校種，他地域の教職員との交流が
図られた。
・班別協議の班編成や人数を工夫したことで，活発
な意見交換がなされ，協議も深まった。

・平成27年度より5年間で，千葉市を除く全公立小
中義務教育・高等学校及び特別支援学校から参
加できるように計画していく。
・受講者が，研修の成果を学校や地域で，いじめ
防止等のための対策の推進役となり，各学校のい
じめ問題への対応力を高められるよう，研修内容
や研修形式についての工夫，改善を図る。
・受講者の参加意識や使命感を高められるように
各教育事務所，市町村教委を通じて各学校への
周知を図る。

14
スクールアドバイザー
事業

学校が主催する生徒指導・教育相談及び
家庭教育に関する研修会や講演会等に、
心理学や生徒指導を専門とする大学教授
等を講師として学校に派遣する。千葉県ス
クールカウンセラー及びスクールソーシャ
ルワーカー、訪問相談担当教員の抱える
悩み等の具体的な問題への対応のため
に、より高度な専門知識・技能等を有する
有識者等から指導助言を受け、支援するこ
とを目的として、スーパービジョンを開講す
る。

子どもと親
のサポート
センター

・専門的な知識や技能をもった大学教授、精神科医、
民間人、スクールカウンセラー等、７８名がスクール
アドバイザーとして登録している。
・平成２９年度は２２２件の活用があり、教職員の研
修、事例検討会等に活用された。

・今年度は利用した学校及びスクールカウンセラー
等からのアンケートで１００％の肯定的な回答を得
ることができた。
・事業活用の方法や内容についての広報活動を推
進する。

・毎年作成している「スクールアドバイザー事業の
手引き」やホームページを見直し、見やすく利用し
やすいものにする。
・年度当初に各学校種の管理職を対象とする研修
会等で「スクールアドバイザー事業の手引」を配付
するとともに、事業の活用について説明する。
・各研修会・会議等において、広報活動を推進す
る。
・当センターが発行している「サポートセンター
ニュース」で活用を促す。

15

いじめ・不登校等生徒
指導の充実のための
教員加配、非常勤講
師の配置

いじめ・不登校等の問題行動に対応し、学
校における生徒指導の充実を図ることを目
的として、教員の加配、非常勤講師の配置
を行う。

教職員課

・平成２９年度は、国から措置される定数と県単独の
定数を活用して、いじめや不登校など、児童生徒の
問題にきめ細かな対応をするための教員を、全学校
種で３１３名を配置した。また、生徒指導の充実を図
るための非常勤講師を状況に応じて適宜配置した。

・成果については、適応指導教室指導員や担当教
員、加配教員、担任がより密接に連携することで、
指導の継続性をもち、児童生徒の改善を図るよう努
めた。
・人的措置について、各市町村からあがってくる要
望数のすべてには応じきれていない。

・教職員定数は、国が措置することが基本であるこ
とから、今後も、様々な機会を通じて、国に定数改
善の要望をしていく。

16
特別非常勤講師配置
事業（臨床発達心理
士等含む）

特別支援学校では、児童生徒の障害の重
度・重複化、多様化が顕著であるため、一
人一人の教育的ニーズに対応した適切
で、専門的な支援・指導の一層の充実が
必要である。教員免許状は有しないが、各
種分野において優れた知識や技術を有す
る社会人から指導・支援を受けられるよう、
特別非常勤講師として特別支援学校に配
置し、教科の一部又は自立活動を担当し、
指導と評価を行っている。

特別支援教
育課

・平成２９年度は、３０校に５３名の理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士、臨床心理士等の専門家を配置
し、専門的な立場から、自立活動等に関する指導、評
価を得て、一人一人に応じてより適切な指導支援に
つなげるとともに、教員の専門性の向上を図った。

・５３名のうち、臨床心理士７名、臨床発達心理士１
名を配置したことにより、心理的なケアが必要とさ
れる児童生徒へのかかわり方について、専門的な
指導助言を受け、教職員の知識や指導力の向上に
つなげることができた。

・教職員の専門性の向上に向け、専門家の配置を
した学校は継続し、配置をしなかった学校につい
ては、事業の周知を図っていく。
・いじめの案件が上がった時の児童生徒の心理的
なケアのために、県精神保健福祉センターや県子
どもと親のサポートセンターなどの機関と連携して
対応していけるように学校に周知していく。

17
いじめ防止対策等推
進事業（スクールカウ
ンセラーの配置）

いじめや不登校等の問題行動に対応し、
学校におけるカウンセリング機能の充実を
図ることを目的として、心理臨床の専門家
をスク－ルカウンセラー（ＳＣ）として学校に
配置する。

指導課

・千葉市を除く全公立中学校（３２４校）及び県立高等
学校80校のスクールカウンセラー配置に加え、問題
行動等の低年齢化に伴う小学校への対策として、ス
クールカウンセラーを１４０校、教育事務所等に１１名
を配置した。また、中学校重点校として５校(各教育事
務所管内に１校ずつ)は、スクールカウンセラーを週２
日配置とした。高等学校においては、グループ化を図
り、未配置校への対応をしやすくした。

・スクールカウンセラー配置校においては、教育相
談体制をより一層充実させることができ、児童生徒
のカウンセリングや、保護者からの相談に対する助
言・援助、また教職員への助言・援助などにより、問
題行動等の早期発見や早期対応に向け、スクール
カウンセラーは効果的に機能している。
・小学校は配置校数が少なく、各自治体独自配置
のスクールカウンセラー等の配置状況により教育相
談体制の充実度に地域差がみられる。
・中学校・高等学校は相談数が多く、配置時数の中
で職員への連絡等に充てる時間の確保が難しい。
・高等学校の未配置校については、グループ化を
活用しているものの相談の機会を得にくい状況が
続いている。
・スクールカウンセラーの人材確保については、地
域による格差が見られる。

・小学校配置を１５０校に拡充した。地域の状況を
考慮しながら、配置事業の効果の検証を踏まえつ
つ、今後もスクールカウンセラーの配置の充実を
図っていきたい。
・高等学校においては、問題行動等を多く抱える学
校に配置し、未配置校に対しては、１校に対して２
校程度の配置校をグループとすることで、教育相
談体制の充実に努めていく。
・小中学校及び高等学校においてスクールカウン
セラーの配置時数の拡充及び人材の確保、適性
配置に努めたい。
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18
スクールカウンセラー
配置校（私立学校）へ
の支援

いじめや不登校等について児童生徒、保
護者、教員の抱える悩みを受け止め、個々
の事案について適切に支援・対応するため
に、私立学校における教育相談体制を整
備する。従来の学校におけるカウンセリン
グ等の機能の充実を図るために、学校の
養護教諭の他に外部の専門性をもった臨
床心理士などの児童生徒の内面的な問題
に関する専門家を「スクールカウンセラー」
として配置し、教育相談体制を整備し支援
機能の充実を図る。

学事課

・スクールカウンセラーを配置している私立小・中・高
等学校に対して補助金を交付し、校内教育相談体制
の充実を図った。私立学校５１校に対して３０，６００
千円を交付した。

・スクールカウンセラーの活用をさらに促す必要が
ある。

・定期的に事業の活用を周知する。

19

いじめ防止対策等推
進事業（スクールソー
シャルワーカーの配
置）

問題を抱える児童生徒の置かれた環境へ
の働きかけを支援するスクールソーシャル
ワーカー（ＳＳＷ）を配置している。

指導課

・平成２９年度は、拠点校のスクールソーシャルワー
カーとして、社会福祉士等の資格を有する者を４名増
員し１２名雇用して、不登校等対策拠点校全１２校
に、年間 ５４３時間（１０名）及び８１４時間（２名）配置
をした。
・スクールソーシャルワーカーは、各学校等の求めに
応じて、問題を抱えた児童生徒に対し、児童生徒が
置かれた環境の問題への働きかけや関係機関等の
連携・調整を行った。具体的には、ケース会議で福祉
的な立場からの支援方法を提案したり、関係機関を
訪問し連携できる内容を確認したりした。

・平成２６年度からスクールソーシャルワーカーの配
置先を拠点校に変更して４年目になったことで、学
校等での認知が高まり、今まで以上に活用が図ら
れるようになった。
・スクールソーシャルワーカーの活動範囲が広く、
支援対象となる学校数も多い。今後、更なる配置の
充実を図る必要がある。

・スクールソーシャルワーカーを有効に活用するた
めに、今後も具体的な活用例などを紹介するなど
して、学校等への周知を工夫していく。
・課題を持った児童生徒に対して適切かつ迅速に
対応するためにスクールソーシャルワーカーの配
置の充実に努めたい。平成３０年度は、拠点校配
置として１０人増員し、小中学校に１５人、高等学
校に７人を配置することで活動範囲の縮減を図
る。さらに単独校として地域連携アクティブスクー
ルに４人配置する。

20

地域連携アクティブス
クールの設置（スクー
ルソーシャルワーカー
の配置）

「県立学校改革推進プラン」に基づき、地
域の教育力を活用して自立した社会人を
育成する地域連携アクティブスクールに社
会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、
生徒の相談に応じるとともに関係機関と連
携した援助を行うスクールソーシャルワー
カーを配置し、きめ細かな支援体制を整備
する。

県立学校改
革推進課

※平成３０年
度より児童
生徒課へ移
管

・平成２９年度は、地域連携アクティブスクール４校に
スクールソーシャルワーカーを配置した。
・スクールソーシャルワーカーは、様々な困難を抱え
る生徒に対して、生徒本人と向き合うだけでなく、家
庭や行政、福祉関係施設など、外部関係機関等と連
携しながら、生徒を取り巻く環境に働きかけるなど、よ
り多面的に支援を行った。

・様々な困難を抱えた生徒に対して、スクールソー
シャルワーカーの配置によりきめ細かな校内体制
の充実が図れている。

・地域連携アクティブスクールの設置校へのスクー
ルソーシャルワーカー継続配置に努めたい。

再掲
3

学校問題解決支援対
策事業

学校等が単独で解決困難な事案に対し
て、弁護士、精神科医、学識経験者等の委
員と教育庁関係課からなる「学校問題解決
支援チーム」を設置し、解決に向けて指導
助言するなど、学校等が安心して相談でき
るよう相談体制の充実を図る。
また、本事業得られた知見を生かし事例研
究を実施することで、ノウハウの普及と学
校問題対応能力の向上を図る研修を実施
する。

 教育政策課

※平成３０年
度よ り児童
生徒課へ移
管

・本事業は、平成２２年度より運用を開始し、平成２９
年度は、３件の案件について協議し、うち２件は指導
課生徒指導いじめ対策室を通じての相談であった。
・学校問題の未然防止・早期解決に資する教職員対
象の研修を実施した。本研修では、学校問題対策支
援チーム専門家による「学校現場の危機管理（学校
問題解決対応能力の向上に向けて）」をテーマとした
講演会を実施し、いじめ防止対策についても扱った。
・学校の職員研修に学校問題解決支援対策事業の
担当職員を派遣する等、ノウハウの普及に努めてい
る。

・運用開始からこれまでに計４２件の案件について
協議し、学校等が単独で解決することが極めて困
難と判断された事案について、普段聞くことのでき
ない弁護士等の専門家に相談しながらその対応策
を検討し、解決に向けた指導助言を行うことで学校
や教育委員会等を支援している。解決に至るまで
の時間的な経過等は事案により様々であるが、本
事業の活用によって、以後、事案が終息に向かって
いるという報告を受けている。
・希望研修「学校問題解決支援チームに学ぶ」を実
施し、専門家からの助言指導や事例研究等を通し
て、若手教員の学校問題解決対応能力の育成を図
るとともに、本事業の周知を行っている。平成２９年
度のアンケート結果では、９３．６％の参加者から
「よかった」との回答があり、「工夫された研修であ
り、内容も良い。今後の継続を望む。」　などの高い
評価を得た。
・引き続き、学校等が本事業を活用できるよう周知
に努める。

事業の活用に向けて
・手続きの一層の簡素化
・校長会、教頭・副校長会等、機会をとらえた繰り
返しの周知
・研修の充実　　等

事案の把握に向けて
・関係課等に向けた聞き取り調査の実施
・月次調査等によるより積極的な情報収集
・研修会を通じたニーズの把握　等
上記内容に努め、初期対応に遅れが出ることのな
いよう支援を継続していく。
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再掲
11

スクール・サポーター
制度

スクール・サポーターは、「小学校、中学
校、高等学校及び特別支援学校の児童生
徒を対象とした非行防止や立ち直り支援、
学校における児童生徒の安全の確保」な
どを目的とし、主として、非行問題等を抱え
る学校からの要請に基づいて派遣し、「教
職員に対する生徒指導や健全育成に係る
助言」、「学校が実施する学校内外のパト
ロール活動への支援」など、学校への支援
活動を行っている。

県警本部

・学校派遣活動においては、14校の中学校へスクー
ル・サポーターを派遣した（前年度比－１校）ほか、非
行防止教室、学校訪問活動等の各種支援活動を実
施した。

・問題解決の長期化等により、学校からの派遣要請
の増加に十分な対応が図れておらず、いじめ問題
を含めた問題を抱えた学校への支援体制を拡充す
る必要がある。

21

いじめ防止対策等推
進事業（いじめ防止対
策等に関する啓発資
料作成）

いじめ問題に関する県の取組及び具体的
な事例に基づく対応、関係機関との連携等
について学校現場での利用を想定した啓
発資料を作成し配付する。また、家庭での
子どもの見守りのポイントや相談機関の一
覧等を示した保護者向け啓発資料及び、
いじめの理解やいじめへの対応、相談窓
口等について記載した、児童生徒向け啓
発資料を作成し配付する。

指導課

・平成27年度に作成した、いじめに対する考え方や、
相談窓口等について記載した、児童生徒向けの「い
じめ防止啓発カード」（名刺サイズ、カラー印刷、発達
段階に合わせた３種類）を増刷し、県内全ての国・公・
私立の小・中・高・特別支援学校（小・中学部）の小学
１、４年生、中学１年生に、それぞれ必要な種類を配
付した。
・平成26年度に作成した，「保護者向けいじめ防止啓
発リーフレット」を増刷し，県内の国公私立の小・特別
支援学校（小学部）に配付した。また，同年度に作成
した，発達段階に合わせた３種類の「児童生徒向け
いじめ防止啓発リーフレット」を増刷し，県内全ての国
公私立の小・中・特別支援学校（小・中学部）に配付し
た。（いずれも平成29年度入学・進級児童生徒・保護
者用）
・各学校におけるいじめ防止等の取組の充実，教職
員の指導力の向上を図るため，平成26年度に作成し
た「教職員向けいじめ防止指導資料集」については，
各種研修等で積極的に活用した。

・「いじめ防止啓発カード」は、表面では「いじめは絶
対に許さない」という強い決意と、いじめに対する「４
つの勇気（はなす勇気、やめる勇気、とめる勇気、
みとめる勇気）」を示し、いじめに悩む子供たちに語
りかけるとともに、加害者・傍観者にならないよう呼
びかけており、裏面では「一人で悩まないで」と呼び
かけて、主な相談窓口の電話番号等を紹介してい
る。名刺サイズのカードを全ての子供たちに配付
し、常時携帯してもらうことにより、必要なときにい
つでもいじめについて考えたり、相談窓口が分かる
ことによる効果が期待できる。
・教職員向け指導資料集、教職員・保護者向け及び
児童生徒向け啓発リーフレット、児童生徒向け啓発
カードのいずれも、有効に活用してもらうため、今後
も継続して様々な機会に広報し、周知を図っていく
必要がある。

・各種会議や連絡協議会等での指導・啓発資料に
ついての広報、各種研修での指導・啓発資料の活
用、活用例の紹介など様々な機会を通して、効果
的に活用されるよう努めたい。
・平成３０年度に入学・進級した児童生徒用に「い
じめ防止啓発カード」を増刷して配付する。
・平成3１年度に入学・進級する児童生徒用に「児
童生徒向けいじめ防止啓発リーフレット」を増刷し
て配付する。
・平成3１年度入学する小学校１年生の保護者用
に「保護者向けいじめ防止啓発リーフレット」を増
刷して配付する。
・平成３０年度は、新規事業として、県いじめ防止
基本方針の改定内容を踏まえた、教職員向けいじ
め防止啓発リーフレットを作成し、県内の国・公・私
立の全職員に配布し、各学校におけるいじめ防止
等の取組の充実、教職員の指導力向上に図る。

22
「学校から発信する家
庭教育支援プログラ
ム」活用推進事業

「子どもとの会話や過ごし方」「心の成長」
「いじめ」等について、親としての気付きを
促す家庭教育支援資料の活用を促進し、
自主的な学習機会への参加が難しい家庭
や子どもの教育に関心の低い家庭、子育
てに悩む家庭など、すべての家庭の教育
力向上を図る。県内の公私立保育所、幼
稚園、小学校、中学校、特別支援学校、及
び公立高等学校等を通じて、各家庭に家
庭教育支援資料を配布したり、学級懇談会
での講義資料としたりするなどの有効的な
活用を促進する。

生涯学習課

・４月に、県ＰＴＡ連絡協議会事務局長を介して、県内
の各ＰＴＡ連絡協議会に本プログラムの活用を依頼し
た。
・５月に、活用促進ポスターを作成し、幼稚園・保育
所・小学校・中学校等に配付した。
・１１月１９日の「家族の日」とその前後の「家族の週
間」に合わせて，本プログラムの中から，特に「親子
のコミュニケーション」や「子どもとの会話や過ごし方」
等について活用するよう，幼稚園・保育所・小学校・
中学校等に改めて依頼した。
・平成２９年度活用状況：保育所：29.9％，幼稚園：
79.0％，小学校：94.8％，中学校：92.9％

・就学前健康診断や入学説明会，入学式，保護者
会など多くの保護者が集まる機会をとらえ，資料の
配布や啓発に本プログラムが活用された。
・資料「スマートフォンの使用」を保育所・幼稚園編
及び小学校編に追加した。
・より多くの教職員が年間を通じて手軽に活用でき
るように周知の仕方を工夫する必要がある。
・電子機器の使用については、家庭における使い方
や、社会の認識が変化するので、適時見直しを検
討する必要がある。

・次年度も引き続き活用の促進に努め，より多くの
教職員が年間を通じて手軽に活用できるよう，活
用例を掲載した職員室掲示用チラシを作成し，各
学校等に送付する。
・本プログラム資料の適時見直しを図っていく。
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実績 成果・課題（下線部） 今後の取組の方向性（改善策等）
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担当課事業概要
施策・事業等の名

称

23
ウェブサイト「親力アッ
プいきいき子育て広
場」事業

生活習慣や学習習慣など、家庭で直面す
る問題への知識や手立てをウェブサイトに
掲載し、家庭の教育力向上を図る。具体的
には、家庭でいじめの予兆に気付くための
ポイントやいじめを発見した際の子どもへ
の関わり方等を掲載した「子育て豆知識」
の他、子育て失敗談、家庭学習、不登校、
進路などについて、子どもの発達段階に応
じた関わり方をインターネットで発信。ス
マートフォン・携帯電話からも利用できる。
教育庁内の関係課や知事部局の子育て支
援に係る課と連携した情報提供を行う。

生涯学習課

・４月に「ちば県民だより」「県教委ニュース」で広報し
た。
・４月に、県ＰＴＡ連絡協議会事務局長を介して、県内
の各ＰＴＡ連絡協議会に本ウェブサイトの紹介をした。
・本ウェブサイトの周知を図るため、啓発チラシを作
成し、家庭教育支援に係る各種研修会等で配布し
た。
・平成２９年度のホームページの更新件数３６件

・今後も、家庭教育に関して近年課題となっている
内容等を踏まえた情報の提供を心掛けるとともに、
引き続き、掲載内容を毎月確認し、随時更新するこ
とにより内容の充実を図ることや、市町村や各種団
体に向けてウェブサイトのリンク貼り付けを促し、保
護者へのサイトの周知に努める必要がある。
・家庭教育支援や子育てに係る情報を県民に提供
するため、定期的に情報の更新を図った。

・次年度も引き続き、家庭教育推進委員会をとおし
て、家庭教育に係る関係各課の取組や情報の収
集・共有化を図るとともに、外部コンテンツ等への
リンクを含め、家庭教育に関連する各種取組を
ウェブサイトから発信する。
・保護者への周知について、県の広報紙に紹介記
事を掲載して一層の周知を図る。
・市町村で家庭教育に関する相談を担当している
方々が参加する研修講座において、本ウェブサイ
トを周知する。

24
人権啓発活動推進事
業

児童・生徒の学校におけるいじめ、及びそ
れを原因とした自殺が発生しており、県とし
ても人権啓発の観点から早急な対応が必
要と考え、国（千葉地方法務局）等関係機
関と連携を図り、人権啓発ビデオの貸し出
し、人権問題講師紹介事業、スポーツ組織
と連携・協力した啓発活動等を実施してい
る。

健康福祉
   政策課

・県内小・中・高等学校等への啓発ビデオの貸出：貸
出件数55件（視聴人数8,750名）【H30.3.31現在】

・人権問題研修会支援事業：・学校等への講師紹介
実績　 15件（参加人数7,103名）【H30.3.31現在】

・スポーツ組織と連携・協力した啓発活動
　・スタジアム啓発の実施（ジェフユナイテッド市原・千
葉）
　　日時：平成29年9月2日(土）
　　場所：フクダ電子アリーナ
　　内容：啓発グッズの配布等
　・ポスターの作成・配布
　　配布先：県内小・中・高等学校等
　　配布数：5,000枚
　　内容：千葉ジェッツふなばしと連携し、 「守ろう、
　　仲間を。そしてチームを。」のメッセージとともに、
　　相談連絡先の周知を図った。

　
　

・人権週間を中心にいじめをテーマとしたビデオの
貸出により、学校等においてビデオを効果的に活用
した啓発活動が行われた。
・ネットいじめに関しては、携帯端末の機器更新や
SNS等の手法の多様化が日々進んでおり、ビデオ
の内容と実態とに齟齬が生じやすい。

・講師を紹介することにより、学校等における効果
的な研修会・講演会等の実施に繋がった。

・ポスターには、24時間子供SOSダイヤル及び子ど
もの人権110番（法務局）を掲載し、県内各小・中・
高校等に昨年度よりも枚数を増やして配布した(1枚
→3枚)。配布先におけるアンケートでは、「今後もポ
スター配布を積極的に行った方がよい」（約60％）、
「興味を持って見ることができ、連絡先を知るきっか
けとなった」（約60％）等の意見が寄せられた。
・配布枚数のさらなる増加要望や掲出スペースの関
係上、サイズを縮小してほしいとの意見があった。

・啓発ビデオに関しては、随時ライブラリーの更新
を検討する。
・学校等の配布先の意見を聞きながら、ポスター
の作成部数やサイズについて検討する。

25

子ども・若者育成支援
事業（子ども・若者の
ための相談・支援機関
ガイド配付）

困難を抱える若者を適切な支援に結び付
けるため、ライトハウスちば及び各支援機
関を紹介したリーフレット、ポスターを各支
援機関・学校等において配付する。

県民生活・
文化課

・リーフレット・ポスターを配付し、市町村や学校、医
療機関（精神科診療所）等に活用や配付を依頼した。

・困難を抱える若者やその支援者に必要な情報が
伝わるよう、効果的な広報・啓発をしていく必要があ
る。

・市町村や学校、各支援機関の意見を聞きなが
ら、配付先の検討などを行い、より効果的な広報・
啓発に努めていく。

26

青少年総合対策本部
事業（青少年を健全に
育てる運動ポスター配
布）

青少年の健全育成を目的として、国・県関
係機関及び市町村等と連携して啓発活動
を行う。

県民生活・
文化課

・広報啓発の方法について見直し、ホームページによ
る広報や市町村等を通じた運動の周知に努めた。

・広く関係機関などに対して啓発することができた。
今後も効果的な広報・啓発をしていく必要がある。

・関係諸機関の意見を聞きながら、より効果的な広
報・啓発について検討していく。

27 非行防止教室

非行防止教室は、児童生徒の規範意識の
向上や犯罪被害等の未然防止を目的とし
て、小・中・高校生等を対象に学校関係者
の理解と協力を得て、少年補導専門員な
どの警察職員を派遣し、教材を使用して開
催している教室であり、児童生徒の規範意
識のより一層の醸成を図っている。

県警本部

平成２９年中において、３６３回開催した。
（前年比－３１回）。

・少年を巡る問題は、凶悪・悪質な事件の発生やい
じめ問題など、加害と被害の両面において、深刻な
状況にあることから、少年の規範意識の向上が一
層求められている。

・少年の規範意識の向上は、犯罪の抑止のみなら
ず、いじめを防止する上で大きな効果が期待でき
ることから、学校の理解と協力を得て、今後とも積
極的に実施する。
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県民生活・
文化課

・ネット監視員を２名配置し、県内中学校、義務教育
学校、高等学校、特別支援学校等の生徒の問題の
ある書き込みを監視している。特に問題があるものに
ついては、教育委員会、警察等に連絡し、書き込み
の削除を含めた生徒への指導を依頼した。（２９年度
実施状況：問題のある書き込みをした生徒の総数４，
８１２人、そのうち特に問題のある書き込み６６１件）
・ネットパトロールの結果と情報を公表するとともに、
要請に応じ、児童・生徒、保護者、学校関係者に向け
て講演を実施するなど、インターネットの適正利用に
ついて啓発を図った。（２９年度実績：５２回、参加者２
１，８６３名）また、講演の内容について理解定着を促
すため、リーフレットを受講者に配付し、講演で活用し
た。

・関係機関と連携を図り、特に問題のある書き込み
についての情報提供を速やかに行うことができた。
・ネットパトロールで得た情報を講演内容に盛り込
むことで、インターネット適正利用について、参加者
の意識を高めることができた。
・今後も、青少年のスマートフォン所持率の上昇が
予測されることから，引き続き、ネットパトロール事
業を推進し、青少年のインターネット上のトラブル防
止に努めるとともに、インターネットの適正利用につ
いての啓発を効果的に実施する必要がある。

・今後も引き続き、ネットパトロールを継続し、子ど
もたちを見守りながら、関係機関と連携・協力し、
指導や保護につなげていく。
・各市町村や学校にもネットパトロールの実施を働
きかけ、地域全体で子どもたちを見守る体制作り
について推進する。
・あらゆる機会を捉えて周知広報を推進するととも
に、リーフレットの内容の充実を図るなど、引き続
き効果的な啓発を進めていく。

指導課

・県民生活・文化課からの情報提供を受けて該当の
県立学校に情報提供し、当該生徒への確認、書き込
みの削除、トラブル・問題行動への対応・指導、保護
者への連絡、生徒への心のケアなど、適切な対応を
依頼している。
・指導課は学校に、情報提供を行った案件について
対応後に情報提供するように求めており、対応法に
ついて学校の相談に乗ったり、必要に応じて指導・助
言したりした。

・高校生による不適切、不用意な書き込みは増加し
ている。ＳＮＳの利用にあたって、危機意識が薄い
ため、情報モラル教育の更なる充実が喫緊の課題
である。

・いじめ問題対策連絡協議会担当者会議ネットい
じめ対策専門部会において引き続き対応策を検討
する予定である。
・「情報モラル講習会への講師派遣事業」により、
小・中・義務教育・高等学校及び特別支援学校等
で行われる教員研修等に講師を派遣し、情報モラ
ル教育の充実を図る。

学事課

・私立高等学校に係るネットパトロールの情報につい
て、当該校に注意喚起と指導を依頼することが主な
業務である。当該校の管理職に一報を入れ、内容の
確認を依頼するとともに、削除依頼を含めた指導を依
頼している。
・学校の指導により、状況の沈静化が図れていると思
われる。

・オープンネットワークへの対応が可能な一方でク
ローズドネットワークには対応ができない状況であ
る。ラインいじめが問題視される状況で、どのような
対応が可能か見極める必要がある。
・指導する教員サイドの知識・理解が追い付いてい
ない状況も見られる。

・指導する側の教職員向けの研修の推進に向けた
働きかけを進めていく。

29
青少年非行防止対策
事業（非行防止リーフ
レットの作成・配布）

 　非行防止に対する心構えや相談機関の
案内等を記したリーフレットを作成し，新中
学生の保護者及び新高校生に配付するこ
とにより，非行防止の啓発を図る。

県民生活・
文化課

・ネットいじめを含むインターネットに潜む危険に対す
る情報が掲載された非行防止リーフレットを新中学生
の保護者に対して66,000部、新高校生に対して
60,000部を作成・配付した。

 ・必要に応じ関係機関を含め配付できた。インター
ネットに潜む危険に直面する新中学生の保護者や
新高校生に対し必要な情報が伝わるよう，今後も効
果的な広報・啓発をしていく必要がある

 ・市町村や学校，各関係機関の意見等を参考に，
より効果的な広報・啓発に努めていく。

再掲
5

いじめ防止対策等推
進事業（千葉県いじめ
問題対策連絡協議会
の開催）

学校、教育委員会、児童相談所、法務局
又は地方法務局、都道府県警察その他の
関係者により構成する協議会を設置し、い
じめの防止等に関係する機関及び団体の
連携を図る。

指導課

・千葉県教育庁及び知事部局の関係各課、市町村教
育委員会、児童相談所、千葉地方法務局、県警察本
部等の機関、弁護士、医師、心理や福祉の専門家の
職能団体等、３８の機関・団体の代表者及び会長（千
葉県教育委員会教育長）をもって構成された連絡協
議会を平成２９年８月８日に開催し、各機関等による
いじめ防止対策等、有意義な情報交換、意見交換が
行われた。またネットいじめ対策について協議した。
・担当者会議に設置した、ネット関係の機関等による
「ネットいじめ対策専門部会」を、平成２９年５月２５日
及び同７月７日に開催してネットいじめ対策について
協議し、本協議会において報告を行った。その後、平
成３０年３月1日に３回目を開催し、平成３０年度の各
機関等の取組予定等について情報交換した。

・会議では、各機関等がそれぞれのいじめ防止対
策を認識し合うことができ、今後のより円滑な連携
の在り方について確認することができた。具体的な
テーマとして、専門部会からの報告を受け、「ネット
いじめ対策」について協議することができた。
・参加機関等が３８と多いため、事前に各機関等の
取組をまとめた資料を作成することにより、会議の
効率化を図ることができた。
・いじめ問題の背景にある、学校の教職員の専門
性では対応しきれない様々な複雑な要因に、関係
各機関等が連携協力して対応するための、より実
効性のある協議会にしていくことが今後の継続した
課題である。
・ネットいじめに対する各機関・団体の取組につい
て、ホームページ等で周知した。

・平成３０年度も、７月に「いじめ問題対策連絡協
議会」を開催する。また、平成３０年度も引き続き
複数回「ネットいじめ専門部会」を行い、ネットいじ
め対策について協議する。本連絡協議会では、情
報交換の他に、ネットいじめの事例をあげ、各機
関・団体の連携について、より具体的に協議してい
く予定である。
・参加機関等の取組については、事前に資料にま
とめるだけでなく配付することによって、効率化に
努める。

県内全ての中学校、義務教育学校、高等
学校、特別支援学校等の生徒が行ってい
るＳＮＳなどについて監視し，特に問題の
ある書き込みを発見した場合に、教育委員
会等関係機関に連絡をし、削除等の指導
を依頼する。

28
青少年ネット被害防止
対策事業（ネットパト
ロール）
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（情報モラル教育への講師派遣）
教職員のインターネットに関する知識の習
得、道徳教育をとおした情報モラル教育の
効果的な指導方法を身に付けることや、児
童生徒及び保護者への情報モラルの啓発
を目的として、各学校等で実施する情報モ
ラル教育研修・講演に講師を派遣する。

指導課

・県立高等学校２０校、市町村立小・中学校及び教育
委員会等６０校、合計８０校で研修を実施した。
・受講者数は、講演が１１，６８７名、研修は１，７７０
名であった。

・教員研修では、児童生徒の話合い活動を中心とし
た学習活動を展開するすることによって、インター
ネットに精通していない教員でも、指導できる授業
力を身に付けさせることができた。
・児童生徒及び保護者を対象とした、講演では、話
合い活動を中心に進めたため、主体的かつ意欲的
に取り組んでいた。また、自らが状況を的確に判断
し、情報モラルを身に付ける必要性を実感させるこ
とができた。

・講師派遣対象校数を増加するとともに、派遣対
象校を、小・中・義務教育・高等学校に新たに特別
支援学校を加える（県立学校３０校、市町村立学
校７０校、合計１００校）。
・研修及び講演会の内容を充実させる。

（総合教育センターの研修事業）
・初任者研修、経験者研修、新任校長研
修、新任教頭研修、教務主任研修等でいじ
めの問題を扱っている。
・中堅教員サポート塾という取組を実施し
ており、その中で今日的課題としていじめ
の問題を扱っている。
・初任者研修や教育情報化推進リーダー
養成研修で情報モラルについての研修を
行い、視聴覚教育メディア研修等でもネット
いじめ防止について扱っている。

総合教育セ
ンター

・いじめ防止について取り上げた研修は２４事業であ
り、研修参加者は４，８９２名であった。その中で、いじ
めに特化した研修が実施されたのは１６事業であり、
研修参加者は３，４３２名であった。初任研、５年研、
中堅研等のライフステージ研修に加え、新任校長
研、新任教頭研及び教務主任研修、国際教育にいじ
めに特化した研修を取り入れ、各層で経験に応じた
研修に努めた。具体的にはいじめへの対応、未然防
止、人間関係づくり等の講話・協議・事例演習を行っ
た。
・学校運営の中核を担うミドルリーダーとしての資質
能力を高めるための休日開放事業において、今日的
課題への対応として平成２９年度もいじめ問題を扱っ
た。
・学校支援事業（情報モラル関係）として、県内小学
校、高校、特別支援学校、民間研究会の研修会講師
として児童・生徒、教職員、保護者１，５９０名に指導
助言を行った。
・情報モラル研修は初任研の対象者全員に対し，
SNS利用で気を付けることなどをテーマに教材を利用
した実践的な研修を実施した。また，その他の研修で
もテーマとして取り上げた。

・いじめ対応の研修参加者の前期層（経験１年～１
０年）の教員の割合は約８０％を占めている。学級
担任として、広くいじめを見抜く力量を高める視点で
の研修により、いじめの早期発見に成果を挙げるこ
とができている。研修成果を校内研修等を活用して
周知し、共有していくことが必要である。
・ネットいじめ防止については、平成２８年度調査研
究事業として、「生活を豊かにするSNS利用に関す
る指導法の研究」でSNS提示ツールを開発し、授業
での活用を進めるための指導モデルプランや利用
教材などを含めたパッケージとして総合教育セン
ターのウェブサイトからダウンロードして利用ができ
る状態になっている。

・アンケート結果から、講義形式と併せて実践事例
を中心としたグループ討議を入れた演習等を多く
取り入れていくことにより、研修全体の質の向上を
図っていく。　特に後期層の研修参加者には、広く
保護者や地域で研修内容を還元していくように周
知し、いじめ防止への取組を強化していく。
・教職経験７～２０年程度の中期層・後期層リー
ダー層に対する研修の場として、中堅教員サポー
ト塾を全県下に引き続き広報し活用を図る。
・平成２８年度開発の「SNS提示ツール」（指導モデ
ルプランや利用教材などを含めたパッケージ）とし
て総合教育センターのウェブサイトからダウンロー
ドして利用ができる状態になっている。今後は、更
なる活用を目指し、周知、共有していくことが必要
である。

（子どもと親のサポートセンターの研修事
業）
生徒指導リーダー育成研修や教育相談基
礎研修・上級研修・教育相談コーディネー
ター養成研修において、いじめ問題をテー
マに具体的な事例検討を行うなどの研修
を実施している。

子どもと親
のサポート
センター

・いじめを予防する手立てとして、構成的グループエ
ンカウンターなどを学ぶ機会を設定し、学校現場での
集団作りに役立つ研修を実施した。
・いじめが起こってからの事後対応を学ぶだけではな
く、いじめを未然に防ぐに重きを置いた研修内容を実
施した。
・いじめ防止対策推進法を活かす教育相談体制づく
りについての研修を実施。

・より幅広い視点からいじめを理解できる研修を企
画する。
・いじめの構造について具体的な事例から学べる研
修を実施した。被害者や加害者のその後を追い、そ
れぞれの心境を手記を通して考える研修は、受講
者の学びとなった。

・問題解決型の研修内容から、開発・予防的な視
点での研修を増やし、担当者と講師の打ち合わせ
を綿密にしながら受講者のニーズにあった研修を
企画、運営する。

再掲
１３

研修事業
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再掲
１３

研修事業

（いじめ防止対策研修会及び児童生徒の
自殺予防対策研修会）
　いじめ問題の理解、いじめの未然防止、
早期発見、迅速かつ適切な対応について
の研修を実施するとともに、いじめ問題に
組織で対応するための資質の向上を図
る。また、いじめの未然防止や早期発見に
向けた有効な活動の実践例をもとに研修
を行い、いじめの重大事態を防止するため
に学校職員と連携した対応の在り方を習
得する。
　児童生徒の自殺予防に必要な基礎的知
識の習得と理解を図るとともに、生徒の自
殺に係る事後対応について、適切な対応
に必要な知識の習得と理解を図り、各学校
において児童生徒の自殺予防対策の推進
者としての資質の向上を図る。

子どもと親
のサポート
センター

・平成29年度は、千葉市を除く公立の全小中義務教
育高・特別支援学校の教育相談担当等を対象に、県
内６会場に分けて実施した。県の施策説明、大学教
授等の講演、さらに県スクールカウンセラースーパー
バイザーの話やいじめ問題に取り組む先進校の発表
などを行った。

・いじめ防止対策推進法や県いじめ防止対策推進
条例に基づく、学校での具体的な対策方法や危機
管理の在り方について、各学校のいじめ防止等の
対策として活躍が期待できる教育相談担当を対象
に説明する機会ができたことで、いじめを積極的に
認知し、早期に解決するという考え方を浸透させ
た。

・平成30年度は、研修対象者を、管理職とし、児童
生徒に対して迅速かつ適切にいじめ問題に対処す
る力を継続して育成していく。

再掲
21

いじめ防止対策等推
進事業（いじめ防止対
策等に関する啓発資
料作成）

いじめ問題に関する県の取組及び具体的
な事例に基づく対応、関係機関との連携等
について学校現場での利用を想定した啓
発資料を作成し配付する。また、家庭での
子どもの見守りのポイントや相談機関の一
覧等を示した保護者向け啓発資料及び、
いじめの理解やいじめへの対応、相談窓
口等について記載した、児童生徒向け啓
発資料を作成し配付する。

指導課

・平成27年度に作成した、いじめに対する考え方や、
相談窓口等について記載した、児童生徒向けの「い
じめ防止啓発カード」（名刺サイズ、カラー印刷、発達
段階に合わせた３種類）を増刷し、県内全ての国・公・
私立の小・中・高・特別支援学校（小・中学部）の小学
１、４年生、中学１年生に、それぞれ必要な種類を配
付した。
・平成26年度に作成した，「保護者向けいじめ防止啓
発リーフレット」を増刷し，県内の国公私立の小・特別
支援学校（小学部）に配付した。また，同年度に作成
した，発達段階に合わせた３種類の「児童生徒向け
いじめ防止啓発リーフレット」を増刷し，県内全ての国
公私立の小・中・特別支援学校（小・中学部）に配付し
た。（いずれも平成29年度入学・進級児童生徒・保護
者用）
・各学校におけるいじめ防止等の取組の充実，教職
員の指導力の向上を図るため，平成26年度に作成し
た「教職員向けいじめ防止指導資料集」については，
各種研修等で積極的に活用した。

・「いじめ防止啓発カード」は、表面では「いじめは絶
対に許さない」という強い決意と、いじめに対する「４
つの勇気（はなす勇気、やめる勇気、とめる勇気、
みとめる勇気）」を示し、いじめに悩む子供たちに語
りかけるとともに、加害者・傍観者にならないよう呼
びかけており、裏面では「一人で悩まないで」と呼び
かけて、主な相談窓口の電話番号等を紹介してい
る。名刺サイズのカードを全ての子供たちに配付
し、常時携帯してもらうことにより、必要なときにい
つでもいじめについて考えたり、相談窓口が分かる
ことによる効果が期待できる。
・教職員向け指導資料集、教職員・保護者向け及び
児童生徒向け啓発リーフレット、児童生徒向け啓発
カードのいずれも、有効に活用してもらうため、今後
も継続して様々な機会に広報し、周知を図っていく
必要がある。

・各種会議や連絡協議会等での指導・啓発資料に
ついての広報、各種研修での指導・啓発資料の活
用、活用例の紹介など様々な機会を通して、効果
的に活用されるよう努めたい。
・平成３０年度に入学・進級した児童生徒用に「い
じめ防止啓発カード」を増刷して配付する。
・平成3１年度に入学・進級する児童生徒用に「児
童生徒向けいじめ防止啓発リーフレット」を増刷し
て配付する。
・平成3１年度入学する小学校１年生の保護者用
に「保護者向けいじめ防止啓発リーフレット」を増
刷して配付する。
・平成３０年度は、新規事業として、県いじめ防止
基本方針の改定内容を踏まえた、教職員向けいじ
め防止啓発リーフレットを作成し、県内の国・公・私
立の全職員に配布し、各学校におけるいじめ防止
等の取組の充実、教職員の指導力向上に図る。

再掲
27

非行防止教室

非行防止教室は、児童生徒の規範意識の
向上や犯罪被害等の未然防止を目的とし
て、小・中・高校生等を対象に学校関係者
の理解と協力を得て、少年補導専門員な
どの警察職員を派遣し、教材を使用して開
催している教室であり、児童生徒の規範意
識のより一層の醸成を図っている。

県警本部

平成２９年中において、３６３回開催した。
（前年比－３１回）。

・少年を巡る問題は、凶悪・悪質な事件の発生やい
じめ問題など、加害と被害の両面において、深刻な
状況にあることから、少年の規範意識の向上が一
層求められている。

・少年の規範意識の向上は、犯罪の抑止のみなら
ず、いじめを防止する上で大きな効果が期待でき
ることから、学校の理解と協力を得て、今後とも積
極的に実施する。
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30
いじめ防止対策等推
進事業（千葉県いじめ
対策調査会の開催）

大学の研究者、心理等の専門家などの学
識経験者からなる調査会であり「いじめの
防止等に関する調査研究」「県が実施する
いじめの防止等の対策に関する審議」「重
大事態が県立学校に発生した場合におけ
る、その事実の確認並びに調査及び審査」
を行う。

指導課

・「千葉県いじめ防止対策推進条例」に基づき策定し
た「千葉県いじめ防止基本方針」により、県教育委員
会は、毎年、県が実施するいじめの防止等のため対
策の実施状況その他いじめの関する資料等を千葉
県いじめ対策調査会に提出し、いじめ防止等に関す
る調査研究及びいじめの防止等のための対策に関
する施策事業の点検評価を受けている。平成２９年
度については、平成２９年７月１３日と８月３１日の２
回実施し、上記の内容に加え、県いじめ防止基本方
針改定内容の審議も行った。
・平成２９年度は、県教育委員会が調査主体となって
行う重大事態が発生しなかったため、いじめ対策調
査会による事実の確認並びに調査及び審査は実施
していない。

・委員の方々の御自身の職務における業務のスケ
ジュールが過密なため，会議開催の日時の調整が
難しい。
・調査会当日は、時間が限られているため、一つ一
つの施策事業に関して十分な審議ができない面が
ある。
・学校主体の事案については、調査主体や調査の
進め方、報告書の内容等について意見を聴取して
いるが、発生件数が増えており、依頼する回数の増
加により委員の負担も増えている。

・調査会が開催される前に、各委員に事前に資料
を提出し、議論の課題を明確にしておくとともに、
調査会当日には、各事業担当者が出席し、効率的
に審議が進行するようにする。
・重大事態が発生し，調査を行うことになったとき
などには，速やかに本調査会を開催できるように，
委員の招集等について迅速に対応をする。

31

児童生徒の問題行
動・不登校等生徒指
導上の諸課題に関す
る調査

児童生徒の生徒指導上の諸課題の現状を
把握し、今後の施策の推進を目的に毎年
実施されている文部科学省所管の統計調
査である。いじめの問題以外にも暴力行
為、不登校などについての調査も実施して
おり、いじめ問題を考える上での基礎資料
となる。

指導課

・県内の公立学校の調査結果を７月末に文部科学省
に提出。１０月２６日の全国の結果公表に合わせて、
千葉県の結果を公表した。その後、各種会議や研修
会で、結果概要を伝えるとともに、本県のいじめ問題
への取組について説明を行った。また、各学校へ結
果の通知も行った。

・積極的ないじめの認知が進み，平成２８年度のい
じめの認知件数は、３１，６１７件となり、平成２７年
度より
２，２４１件増加した。千葉県公立学校の１０００人あ
たりの認知件数は、５４．６件と全国平均（２３．９件）
を大きく上回る結果となった。
・平成２６年４月からのいじめ防止対策推進条例の
施行、同年８月の千葉県いじめ防止基本方針の策
定を受けて、県を挙げての取組が進む中、この調査
を分析することで、各学校のいじめ問題に対する取
組状況をより詳しく把握することで、各施策等に活
かしていく。

・小学校、中学校、高等学校、特別支援学校それ
ぞれの課題の特徴、取組等の状況を調査・分析す
ることにより、学校現場における、いじめの防止等
のための対策のより一層の充実に資するととも
に、いじめの未然防止・早期発見・早期対応につな
げていく。
・本調査のデータをもとに県内の現状を把握するこ
とで、いじめ防止対策を推進し、スクールカウンセ
ラーやスクールソーシャルワーカー等の配置事業
についても充実させていく。

再掲
9

いじめ対策等生徒指
導推進事業

不登校児童生徒の早期発見・早期対応を
はじめ、より一層きめ細かな支援を行うた
め、教員や訪問相談担当教員・ＳＳＷの研
修、スクールアドバイザー事業等を通して、
学校・家庭・関係機関が緊密に連携した支
援の整備に係るネットワークづくりを行って
いる。

子どもと親
のサポート
センター

・「学校支援事業」としては、所員が学校に訪問し、事
例検討会等を行い、教職員の資質力量の向上を図っ
た。教育相談ネットワーク連絡協議会では、事例検討
会等を通して地域における効果的な関係機関の連携
強化を図った。
・子どもと親のサポートセンターにおいて、不登校の
子どもに対して、異年齢によるグループ活動により社
会性を高める「サポート広場」などを実施し、学校復
帰に向けた支援をするとともに、保護者に対しては、
発達に即した子どもの理解を深め効果的な支援の在
り方を考える懇談会やセミナーを開催した。

・「学校支援事業」においては、教職員の資質力量
の向上に努め、効果を上げている。相談内容とし
て、福祉的な対応や特別支援を必要とする事例が
増加している。
・子どもと親のサポートセンターで開催する事業は
参加者から良い評価を得ている。しかし遠方の子ど
もや保護者は参加しにくいとの声がある。

・今後は、県内各地で児童生徒や保護者を支援で
きる体制づくりと、市町村教育委員会等との連携を
さらに充実させる。
・福祉関係機関（児童相談所・市町村福祉担当課
等）とのネットワークの構築や、総合教育センター
特別支援教育部との連携支援を充実させる。
・不登校サポートセミナーでは「進路セミナー」の地
域開催の回数を増やし進路選択に関する情報発
信の場を広げる。
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